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参考１ 開催要綱 

  

参考ー1



 

「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会」開催要綱 

 

１ 背景・目的 

 ブロードバンドインフラの普及やスマートフォン等の端末の多様化等を背景に、デ

ジタル化が社会全体で急速に進展する中、放送の将来像や放送制度の在り方について、

「規制改革実施計画」や「情報通信行政に対する若手からの提言」（令和３年９月３

日 総務省情報通信行政若手改革提案チーム）も踏まえつつ、中長期的な視点から検

討を行う。 

  

２ 名称 

  本会は「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会」と称する。 

 

３ 検討項目 

（１）デジタル時代における放送の意義・役割 

（２）放送ネットワークインフラの将来像 

（３）放送コンテンツのインターネット配信の在り方 

（４）デジタル時代における放送制度の在り方 

（５）その他 

 

４ 構成及び運営 

（１）本会は、総務大臣の検討会として開催する。 

（２）本会の構成員は、別紙のとおりとする。 

（３）本会に、総務大臣があらかじめ指名する座長を置く。 

（４）座長代理は座長が指名する。 

（５）座長代理は座長を補佐し、座長不在のときは座長に代わって本会を招集する。 

（６）座長は、必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことが

できる。 

（７）その他、本会の運営に必要な事項は座長が定めるところによる。 

 

５ 議事の取扱い 

（１）本会の会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより当事者

又は第三者の権利及び利益並びに公共の利益を害するおそれがある場合その他

座長が必要と認める場合については、非公開とする。 

（２）本会の会議で使用した資料については、原則として総務省のホームページに

掲載し、公開する。ただし、公開することにより当事者又は第三者の権利及び

利益並びに公共の利益を害するおそれがある場合その他座長が必要と認める場

合については、非公開とする。 

（３）本会の会議については、原則として議事要旨を作成し、総務省のホームペー

ジに掲載し、公開する。 

 

６ その他 
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本会の庶務は、情報流通行政局放送政策課が、同局情報通信作品振興課、放送技

術課、地上放送課及び衛星・地域放送課の協力を得て行うものとする。 
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「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会」構成員名簿 
 

（敬称略・座長を除き五十音順） 
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参考２ 開催状況 

  

参考ー5



 

「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会」 

開催状況 

 

○第１回（令和３年11月８日（月）10:00～） 

(1) 開催要綱案の確認等 

(2) 放送を巡る現状 

(3) 構成員からのプレゼンテーション 

(4) 放送の将来像と制度の在り方に関する論点案等 

(5) 意見交換 

(6) その他 

 

○第２回（令和３年12月６日（月）13:00～） 

 (1) 規制改革実施計画に係る放送事業者へのアンケート結果 

(2) ヒアリング 

・曽我部真裕 京都大学大学院法学研究科教授 

・一般社団法人日本民間放送連盟 

・日本放送協会 

・株式会社TVer 

(3) 放送コンテンツの効果的なネット配信に関する取組 

(4) 質疑応答 

(5) 意見交換 

 

○第３回（令和３年12月15日（水）14:00～） 

(1) 構成員からのプレゼンテーション 

(2) 質疑応答① 

(3) ヒアリング 

・多賀谷一照 千葉大学名誉教授 

・宍戸常寿 東京大学大学院法学政治学研究科教授 

(4) 質疑応答② 

(5) 意見交換 

 

○第４回（令和４年１月24日（月）10:00～） 

(1) マスメディア集中排除原則に係る現状 

(2) ヒアリング① 

・鈴木陽一 東北文化学園大学工学部教授 

(3) 質疑応答① 

(4) ヒアリング② 
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・株式会社フジ・メディア・ホールディングス 

・株式会社テレビ朝日ホールディングス 

(5) 質疑応答② 

(6) 論点整理の方向性 

(7) 作業チームの開催案 

(8) 意見交換 

 

○第５回（令和４年２月16日（水）10:00～） 

 (1) ヒアリング 

・一般社団法人日本新聞協会 

・マルチスクリーン型放送研究会放送局有志 

(2) 質疑応答 

(3) 認定放送持株会社の出資状況 

(4) 地上民放テレビ事業者の自社制作番組の状況 

(5) 論点整理の方向性 

(6) 意見交換 

 

○第６回（令和４年３月８日（火）13:00～） 

(1) ヒアリングの補足説明  

・株式会社テレビ朝日ホールディングス 

(2) 地上テレビジョン放送事業者が保有される議決権比率と自社制作番組比率の関

係 

(3) 視聴者の視点による県域放送と広域放送の特徴 

(4) 論点整理の方向性 

(5) 意見交換 

 

○第７回（令和４年３月14日（月）16:00～） 

(1) 放送事業者との意見交換の結果報告 

(2) 論点整理案 

(3) 意見交換① 

(4) ４月以降の主な検討事項案 

(5) 意見交換② 

 

○第８回（令和４年４月15日（金）13:00～） 

(1) 放送事業者との意見交換の結果報告 

(2) ４月以降の主な検討事項（案）及びスケジュール（案） 

(3) ヒアリング① 

  ・日本放送協会 
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(4) 質疑応答① 

(5) ヒアリング② 

・東芝インフラシステムズ株式会社 

  ・日本電気株式会社 

(6) 質疑応答② 

(7)「共同利用型モデル」について 

(8) 意見交換 

 

○第９回（令和４年５月13日（金）10:00～） 

 (1) ヒアリング① 

  ・株式会社エフエム東京 

(2) 質疑応答① 

(3) ヒアリング② 

  ・日本放送協会 

  ・アマゾンウェブサービスジャパン合同会社 

(4) 質疑応答② 

(5) 「共同利用型モデル」の方向性について 

(6) 意見交換 

 

○第10回（令和４年６月２日（木）16:00～） 

 (1) ヒアリング 

  ・日本放送協会 

  ・ヤフー株式会社 

(2) 質疑応答 

(3) 株式会社日本デジタル放送システムズへのヒアリング結果 

(4) 「共同利用型モデル」に関する取りまとめ案 

(5) 意見交換 

 

○第11回（令和４年６月10日（金）10:00～） 

(1) ヒアリング 

 ・一般社団法人日本民間放送連盟 

(2) 質疑応答① 

(3)「小規模中継局等のブロードバンド等による代替に関する 

作業チーム」からの報告 

(4) 質疑応答② 

(5) 検討会取りまとめ骨子案について 

(6) 意見交換 
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○第12回（令和４年６月24日（金）16:00～） 

(1) 検討会取りまとめ案について 

(2) 意見交換 

 

○第13回（令和４年７月29日（金）16:00～） 

 (1) 検討会取りまとめ案に対する意見募集の結果 

(2) 意見交換 
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参考３ 規制改革実施計画 
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参考４ 情報通信行政に対する若手からの提言 

 

参考ー14



参考ー15



参考ー16



 

 

 

 

 

 

 

 

参考５ ヒアリング資料等 
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（１） 曽我部真裕 京都大学大学院法学研究科教授 

（資料２－２） 
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参考ー27



 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 多賀谷一照 千葉大学名誉教授 

（資料３－２） 
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放送の将来                   多賀谷 一照 

 

Ⅰ ハードソフト一致体制の維持困難性 

 （現状） 

―建前としてのハードソフト分離  ＜平成２２年法改正＞ 

  基幹放送局提供事業者 （放送用無線局） 

  基幹放送事業者 

 ―特定地上基幹放送事業者 

  実質的なハードソフト一致体制 

  放送設備を用いて、５千万世帯に同時再送信でコンテンツを提供する体制 

    

１， ハードソフト一致体制の阻害要因 

① 通信回線による動画像送信サービスの普及 

放送用無線局以外による映像送信サービス（光ファイバー、４G） 

若者が TV離れ 

② ネット上のターゲティング広告 

Youtube など 

TV 広告を上回る収入 

 

２ 動画像送信サービス ⇒ 広告収入システムと定額制サービスとの共存、競争 

―民放 タイム・スポット収入 

 視聴率１０%  ４００世帯 

 多チャンネル化すると維持困難 

―定額サービスの安定性 

NHK  受信料 

  動画配信サービス（OTT）  全世界１１億人 

     

３ ネット上のターゲティング広告との競争 

  （テレビ）  

一斉広告というマスメディア方式 

県域・全国レベルでの一斉広告 （撒き餌方式） 

（通信システム） 

 Youtube などの無料広告 

ターゲティング広告により、付加価値の高い顧客誘引が可能 

県単位での CM 提供ではなく、広狭を自由に設定可能 
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 Ⅱ 放送サービスの今後のあり方 

  １，年齢層と放送サービス 

 ―６０代―７０代以上 

  死ぬまで TV を見続ける 

 ―３０―４０代 

  TV を見ない、持たない 

  彼らから、現行的な意味での NHK 受信料を取ることはいずれ無理となる 

 ２，総合番組方式の限界 

  ―６０代以上と２０代―４０代の視聴動向は異なる 

  ―無線局というボトルネックが無くなれば、多チャンネル化は必然 

６０代以上向けの放送と若者向けの動画配信に区分する必要 

     ―若者向けサービスのあり方 

  シリーズ的番組 

   Netflix など定額サービス（OTT）との競争 

  日本ローカル、個別ニーズ対応 

   名画面・メイキング・まとめ動画など 

   視聴者側からの投稿映像のアレンジ 

   ３，放送サービスの今後 

      ―民放のビジネスモデル維持の困難性 

  地上波、衛星、通信回線を用いて、全国・首都圏サービスとして 

        キー局を含め、１０社以上が「放送事業者」（ハードを持たない社も含む） 

として番組を提供する体制にするのが望ましい 

         （広告収入、番販、定額サービスなど多様な収益構造） 

      ―NHK の将来 

        ―若者は見ない ⇒ 現行の受信料体制は無理 

  ―公共放送の維持は必要 

        ―方策  NHK を二分割（組織的もしくは機能的） 

            ・スリム化した公共放送 

ニュース・天気予報・児童番組など 

義務的受信料で維持（現行より大幅に減額） 

            ・ドラマなど他のコンテンツ放送事業 

    付加料金（選択的受信料）、番販、広告 

 

Ⅲ 地上ローカルと４K、動画送信（OTTV）など通信サービス 

 

１ 地上波ネットワークの構造 
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  ―キー局とローカル局の系列構造 ⇔ 番組販売（他国） 

   番組提供 

   広告 ネット保証料 

  ２ ４K（８K）への対応 

   ―地上波による４K への対応 

 技術的・経済的に非常に困難 

   ―キー局系の衛星放送による４Ｋ 

 スポーツ番組、風景・各種祭事など  

３、キー局の４K にかかる選択肢 

    ―地上波ハイビジョン・衛星４K のハイブリッド体制の当面継続 

 ―地上波ネットワークを維持しつつ、 

衛星波４K、動画像通信サービスに参入する 

 ―系列維持の困難性 

   地上ローカルはハイビジョンのみ 

   キー局（衛星４K）、OTTはより高画質な映像提供可能 

      地上ローカルに対するネット保証料は減少の方向 

４、ローカル放送局とその延命策 

  ―組織的方策 

  キー局の子会社となる 

  ローカル局同士の合併で延命を図る 

    系列局体制となる必要性は薄れる 

    県内同士、道州単位で合併して体力強化 

（例） 九州のローカル放送局  ２３社 過多 

     

  一つのローカル局が、複数のキー局の放送を同時再送信する体制 

                    

  ―コンテンツ 

    ローカルニュース 

番販的にキー局・他地方局にそれなりの高額で提供 

    コンテンツは道州レベルで制作体制を取る 

   （県レベルで制作体制を取ることは、資金・人材的に困難）  

 

 Ⅳ 放送の将来 

  １ 放送法制の限界 

    ―基幹放送事業者 

    ―一般放送事業者 
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  （動画像送信を行う実質上の放送サービス） 

  TVer、Netflix、youtube   放送法制の対象外 

  （放送局概念） 

 「放送局」とは放送をする無線局をいう（放送法２条２０号）。 

    有線による放送的サービスは対象外 

    ハードソフト一致体制の伝統 

    これに対し、 

    （EUにおける「視聴覚メディア」概念） 

  無線サービスに限定せず、放送的サービス（＝視聴覚メディア）を広義に捉える 

     伝統的放送のみならず、ネットでの放送類似サービスにもミニマム規律を掛ける 

  ２ 動画伝送など有線回線を用いた放送的サービスの普及と規律の困難性 

    ―電気通信事業法は、通信の中味には規律を及ぼさない 

      事業許可制の廃止 

通信の自由  

    ―放送法・電波法の対象外 

   外資規制の適用を受けず 

    ―放送にかかる番組基準の適用を受けず 

      放送より、大衆誘導的なコンテンツを提供可能 

        民放 TV の顧客を奪う可能性大 

外国から文化侵略的な映像を流されても規制できない 

  外資規制の対象外 

―EU などの動向 

最小限の品質規律（青少年保護） 

   OTT 番組流入の量的規制 

国内コンテンツ制作への投資の義務化 

    ―わが国でも、何らかの規律を及ぼす必要性あり 

第三のカテゴリー？ 

一般放送事業概念に、動画像通信サービス（OTT）も含める可能性？ 
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（３） 宍戸常寿 東京大学大学院法学政治学研究科教授 

（資料３－３） 
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（４） 鈴木陽一 東北文化学園大学工学部教授 

（資料４－２） 
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（５） 一般社団法人日本民間放送連盟 

（資料２－３、資料 11－1、第８回会合参考資料３） 
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（６） 日本放送協会 

（資料２－４、資料９－２） 
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（７） 株式会社フジ・メディア・ホールディングス 

（資料４－３） 
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（８） 株式会社テレビ朝日ホールディングス 

（資料４－４、資料６－１） 

  

参考ー77



参考ー78



0

100

200

300

400

500

600

700

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

19
80

19
85

19
90

19
95

20
00

20
05

20
10

20
15

20
20

20
25

20
30

20
35

20
40

3
参考ー79



2021 12

参考ー80



参考ー81



参考ー82



「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会」 

当社へのヒアリングに関する補足説明 

 

2022年 3月 8日 

株式会社テレビ朝日ホールディングス 

 

当検討会第４回会合で、当社から放送制度整備の要望をご説明させていただきましたが、

これを受けて第５回検討会においても構成員の皆様などからいただいたご質問やご意見に

関連し、補足説明をさせていただきます。 

 

１．構成員のご意見に対する見解 

（１）地域情報を確保するための仕組みについて 

・ 系列局は地域の取材拠点として重要な役割を担っており、映像素材や取材結果は、当

該エリア内へ情報発信されるのみならず、報道番組の制作などを通じて系列全体にも

恩恵をもたらすものです。同一放送の対象となった地域においても、報道取材体制は

極力維持し、ニュース編成が特定のニュースに偏らない工夫が必要と考えます。 

・ 複数地域において、同一内容の放送が実施されている例として、岡山・香川の両県、

鳥取・島根の両県が挙げられますが、同一放送であることについて、地元の視聴者か

ら特段のご意見をいただいているとは聞いておりません。 

・ また、放送局の経営状況が厳しくなると番組制作費などの削減に踏み切らざるを得ず、

それによって取材力や番組制作力も低下するという縮小再生産に陥ることも危惧され

ます。放送番組の同一化により経営状況に余裕が生まれれば、コンテンツ制作に新た

な費用を投下することも可能となると考えます。 

 

（２）営業拠点としてのローカル局について 

・ 複数地域で放送番組を同一化した場合に、視聴率や地元スポンサーの売り上げなどに

一定の影響が出ることが予想されますが、一方で、複数県を一つのマーケットと捉え

た共同企画セールスをスポンサーに提案するなど様々な工夫によって収益拡大を図る

余地はあると考えます。 

 

（３）同一放送対象地域での系列を超えた連携・統合について 

・ 同一放送対象地域における系列を超えた連携・統合については大きく２つの方策が考

えられます。 

（イ）管理部門や技術部門などは統合するが、チャンネル数は維持する 

（ロ）チャンネルも統合し、クロスネット局化する 

・ （イ）のチャンネル数を維持するプランでは、競争環境は従前と同じであり、直接的

な売り上げの拡大にはつながらない一方で、放送マスターはそれぞれのチャンネルで

維持する必要があり、番組制作もそれぞれ必要になるので、経費削減効果は限定的と

思われます。 
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・ また、同じ社内で報道や営業をどのように棲み分けるのか、系列の秘密保持をどう担

保するのかなど難しい課題も多いと思われます 

・ （ロ）のクロスネット局化については、チャンネル数を維持する場合に比べて合理化

効果が期待でき、統合までの作業もチャンネル数を維持するよりは簡易と考えられま

す。しかしながら、当社としては現在のネットワークを堅持するすなわちチャンネル

数は維持すべき、という方針であるため、現時点ではクロスネット局化は検討してお

りません。チャンネル数の減少は、マスメディア集中排除原則の多様性・多元性の担

保という面からも慎重な検討が必要であると考えます。 

 

（４）その他 

・ 地域情報を確保するための施策として「事後検証だけではなく、事前のチェックがで

きるような一定の基準を設けるべき」というご意見の一方で、「形式的な基準を設け

るより、実質的に、地域情報の発信を担保できる観点で緩和していくべき」とのご指

摘もありましたが、複数放送地域における放送の同一化は、テレビ広告市場が想定以

上に縮小し、ある地域の放送局が存続することが困難になった場合でも、そのエリア

での放送を継続できるようにするための方策の一つとしてご提案したものであり、で

きるだけ柔軟で使いやすい制度整備が図られることを要望いたします。 

 

２．マルチスクリーン型放送研究会のご意見に対する見解 

（１）ローカル局の存在意義の指標について 

・ ローカル局の存在意義が「自社制作比率」だけでは計れないことや、各種イベント主

催などの活動を通じてローカル局が「地域の文化・経済・情報・安心安全の要を担っ

ている」ことについては疑う余地のないことと考えます。 

 

（２）ＣＭ出稿への影響について 

・ 隣接するローカル局の放送波が統合され、複数県で同じＣＭしか流せなくなると、地

元企業のＣＭ出稿が減少したり、全国スポンサーのキャンペーンなどにも支障が出る

ほか、地域事情に合わせたマーケティングも実施しづらくなるのではないか、とのご

指摘を受けました。 

・ 我々としても、現状通り、各局が独自に番組を編成・制作し、放送することが最も望

ましい姿であると考えております。その一方で人口減少に伴う地方経済の縮小が現実

のものとなる中、将来、ローカルＣＭを含めたテレビ広告の出稿量が減少し、放送を

維持するために必要な売上高を確保できないという事態になることも懸念されます。

万が一の状態に陥った場合でも地域での放送を継続するためのひとつの手段としてご

提案をいたしました。その場合には、ご指摘のＣＭの在り方など課題があることも十

分認識しております。 

 

 

以上 
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（９） 規制改革実施計画に係る放送事業者への 

アンケート結果概要 

（資料２－１） 
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（10）放送事業者との意見交換の結果について 

（資料７－１、資料８－１） 
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（11）マルチスクリーン型放送研究会放送局有志 

（資料５－２） 
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2022 年 2月 16 日 

「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会」への意見 

マルチスクリーン型放送研究会 放送局有志

全国の民放ローカルテレビ局(以下:ローカル局）が多数参加しているマルチスクリーン型放送研究会

の放送局有志は、貴会で検討されているローカル局の将来について意見を取りまとめました。 

本意見はローカル局の将来を憂う当事者の個人的な考えであり、各々が所属する社を代表するもので

も経営的見地でもありませんが、貴会の議論の参考になれば幸甚です。 

1. ローカル局の地域性の評価について

ローカル局の存在意義は『自社制作比率』だけではない

自社制作比率はローカル局の地域貢献を測る一つの尺度ではありますが、それは「放送番組」だけの

話です。ローカル局は地域で様々な活動を行い、そうした営みを通して地域に根付いています。例えば

美術展やコンサートを招へいすることで文化育成に寄与し、社屋イベントや祭りを開催して娯楽を提

供し、小中高生や社会人が参加するアマチュアスポーツイベントを主催して教育や健康増進をサポー

トしています。参加者は子供から高齢者まであらゆる年代にわたり、長年継続されているものには地元

の風物詩になっているものも少なくありません。こうした地道な活動を通して、ローカル局は県民との

親近感を醸成しています。これらのイベントは、地元経済界やナショナルスポンサーを協賛に付けて実

施されるものが大半で、ローカル局をハブとして地域経済の活性化にも貢献しています。 

また、ローカル局の放送するユニークなご当地 CMはエリア内の視聴者に親しまれています。もし隣

接するローカル局の放送波が統合され、複数県で同じ CM しか流せなくなると、県内だけでビジネスを

行う地元企業の CM出稿が減少するだけでなく、ナショナルスポンサーが行う流通キャンペーンなどに

もテレビ CM が使いにくくなり、きめ細かなターゲティングが行えるデジタル時代に逆行します。 

ローカル局はこれまで、放送エリア内の広告主の CM を制作、放送して地域の企業の成長を促しなが

らともに発展してきました。最大の収入源であるスポット CM が、県単位で出稿されているのは地域の

特性に合わせてマーケティングする必要があってのことだと考えます。 

デジタル時代に対応するべくスマートフォンアプリや SNS で情報発信に取り組む局もあり、ほとん

どの局が平時からローカルニュースを全国向けに配信しています。自治体首長選挙の開票速報や新型

コロナウィルス関連の会見など、地域住民が今すぐに知りたい情報をライブ配信する局も数多くあり

ます。また災害発生時は放送だけでなくインターネットを駆使して正確で迅速な情報伝達に努めてお

り、自治体との間で防災協定を締結する局も増えてきました。 

このようにローカル局は規模の違いこそあれ、地域に対する責任あるいはアイデンティティとして、

その存在が地域の文化・経済・情報・安心安全の要を担っています。 

これらの責務を全うするためには、報道だけでなく地域に潜在する様々な情報を掘り起こす「取材

力」、編成した番組を速やかに隈なく伝える「発信力」、事業継続だけでなく地域経済の要としての「営

業力」の 3つは欠かせません。 

地方再生に向け、ローカル局をどう活かすか 

地方は海、山問わず優れた産品が豊富です。あるローカル局の社長は「宝庫（ほうこ）を倉庫（そう

こ）にしない」と仰っていましたが、地方の魅力を紡ぎコンテンツとして仕上げることはローカル局の

得意とするところです。特色あるローカル番組が時にはエリアや系列まで越えて放送されることで、そ

の地方の魅力が広く周知されている事例は少なくありません。また情報に留まらず、ローカル局と地元

企業が協働して地域の優れた産品を流通させる地域商社といった取り組みも始まっており、ローカル
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参考ー94

008664
テキストボックス



局にはコンテンツを作り、国内外に伝えることが期待されています。 

ローカル局は、これまでも今もこれからも県民が最も信頼する重要な情報発信基盤です。地方創生が

叫ばれる中、資本の論理や経済合理性によるローカル局の間引き論ではなく、デジタル時代に豊かな地

方を実現するためにローカル局をどう活かすかといった論点もご考慮いただきますようお願いします。 

 

2. 放送ネットワークインフラの将来像 

新たに NHK と民間放送事業者が協力して放送インフラの整備を行う場合は、各々のエリアのローカ

ル局が主体的に関われるような進め方を要望するとともに、ローカル局及び地域住民の費用負担が増

加しないように検討をお願いします。 

また、これまで放送ネットワークインフラは災害時にも止まらない強靭性を確保してきましたが、将

来像においても地域住民のため強靭性を考慮した技術検討をお願いします。 

 

3. 放送コンテンツのインターネット配信の在り方 

インターネット配信は各放送事業者の経営判断によるものでありますが、例えばローカル局が 24時

間同時配信をしようとしても、主にキー局が制作する全国ネット番組は権利がないため放送エリア内

でも配信ができず、自社制作番組以外は蓋かぶせとなってしまいます。 

このようにキー局とローカル局では取り巻く環境が大きく異なるため、配信には多くの課題があり

ます。デジタル時代に放送由来の地域メディアをどう発展させていくのか、制度整備を含めたグランド

デザインが必要と考えます。 

 

4. マス排緩和について 

1.に示した、地域の文化・経済・情報・安心安全の要を担うローカル局の存在意義を念頭に置いた議

論を求めます。 

  

5. 最後に 

民放連放送基準の前文に「民間放送は、公共の福祉、文化の向上、産業と経済の繁栄に役立ち、平和

な社会の実現に寄与することを使命とする。」と書かれています。これは、全ての民間放送に与えられ

た使命であり、キー局もローカル局も同じです。我々有志やマル研だけでなく、幅広く民放各局の当事

者の意見を反映し、このデジタル時代に、この理念を全うできる放送制度を実現していただくことを希

望します。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊マルチスクリーン型放送研究会【https://multiscreentv.jp/】とは… 

地域の新たな情報基盤を創造することに取り組む放送局やこれに賛同するものが幅広く集い、地域社会をより豊かなものにすることを目指して活動す

る全国のローカル局を中心とした任意団体（2021 年 1 月末現在放送局 64 局を含む 97 社が参加） 

 

○2011 年 12 月に放送局が協働するセカンドスクリーンサービスの実用化を目指し設立 

 

○主な活動 

・2014 年度～2016 年度：セカンドスクリーンによる放送通信連携サービスの実用化に関し総務省実証実験に参加 

・2018 年度：ローカル局の課題になっている放送字幕について AI による自動音声認識サービスを活用する総務省事業に参加 

・現在、独自の実験として静岡県のローカル局が協同するニュース配信サービス「ShizLIVE」【https://shizlive.jp/】を運営 
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(12)東芝インフラシステムズ株式会社 

（資料８－４） 
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(13）日本電気株式会社 

（資料８－５） 
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